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ｃ

ｃ

市⾧（評価者） 法人（被評価者）

⑤ 評価結果通知

① 実績報告

評価委員会(意見者)

② 諮問 ④ 意見

＜役割＞
・ 各年度業務実績の評価に関する意見
・ 中期目標期間の業務実績の評価に関する
意見

＜役割＞
・ 各年度業務実績の評価（評価書の作成）
・ 中期目標期間の業務実績の評価（ 〃 ）

※評価委員会からの意見を踏まえ市⾧が評価

＜役割＞
・ 各年度業務実績報告書の作成
・ 中期目標期間の業務実績報告書の作成

（１）議題
・ 令和６年度業務実績について

（２）進め方
＜第1回＞
・ 評価委員会が市に対して意見を述べることができるようにするため、静岡病院から業務実績及び自己評価（評価対象）の確認を行う。
・ 静岡病院の業務実績及び自己評価を基に、市が評価（案）を作成するにあたっての意見を、あらかじめ評価委員会から受ける。

<第2回>
・ 第1回で出た意見を基に作成した市の評価（案）に対する意見を述べる。

③ 評価のための関係者として
評価委員会に出席
（説明や質問への対応）
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S 年度計画の所期の目標を上回る成果が得られている 計画の水準を上回る実績（目標値に対し115％以上の実績） 　計画の水準を上回っている

A 年度計画の所期の目標をおおむね達成している＜標準＞ 計画の水準を満たす実績（目標値に対し95％以上115％未満の実績） 　計画の水準を満たしている

B 年度計画の所期の目標を下回っている 計画の水準を下回る実績（目標値に対し75％以上95％未満の実績） 　計画の水準を下回っている

C 年度計画の所期の目標を大幅に下回っている 計画の水準を大幅に下回る実績（目標値に対して75％未満の実績） 　計画の水準を大幅に下回っている

a
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資料３ 
 

令和６年度業務実績評価に関する意見書（案） 

 

令和７年８月 日  

静岡市長 難波 喬司 様 

地方独立行政法人 

静岡市立静岡病院評価委員会 

委員長 藤本 健太郎 

 

令和６年度業務実績評価に関する意見書（案） 

 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院（以下「法人」という。）に係る令和６年度における業務の実績に関す

る評価について、静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会条例（平成26年条例第119号）第２条

第２号の規定に基づく本評価委員会の意見は下記のとおりである。 

 

記 

 

１ 法人の業務の実績に関する評価について 

（１）令和６年度業務実績報告書「Ⅲ 小項目ごとの業務実績及び評価」に関する意見は以下のとおりである。 

① 第２－３－（１）医療従事者の確保 

医師、看護師確保に向けたさまざまな取組により、困難度「高」が設定されている項目にも関わら

ず、過年度と比較しても大幅な人員増を達成したことを踏まえ、「年度計画の所期の目標を上回る成果

が得られている」と評定し、「Ｓ」評価とする。 

 

  ②第４－１経営指標に係る数値目標の設定、第４－２収入の確保及び費用の節減 

７期ぶりの赤字を法人として重く受け止め、法人は自己評価を「Ｂ」としたが、設定した目標を達成

できたことから、年度計画の所期の目標をおおむね達成していると評定し、「Ａ」評価とする。 

 

（２）上記（１）で取り上げた小項目以外の評価について、市が法人の自己評価と同等の評価を行っているこ

とは、適当である。 

以上 


